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会 場 案 内  （ ト イ レ の ご 利 用 は ， １ ３ 階 ， １ 階 で お 願 い し ま す ）  

公園（南）  側  

海（北）  側  

 

大会議室 

 

仕分け会場 

13 階平面図 

1 階平面図 

海（北）  側  

公園（南）  側  

受付  
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本 日 は ， お 越 し い た だ き あ り が と う ご ざ い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  傍 聴 は お 静 か に お 願 い し ま す 。 会 場 の 入 退 場 は 自 由 で す が ， 事 業

仕 分 け 作 業 中 は ， で き る だ け 控 え て く だ さ い 。  

 

・  事 業 仕 分 け 作 業 中 に ， 傍 聴 の 皆 様 か ら の ご 意 見 等 を 受 け 付 け る こ

と は で き ま せ ん 。 ま た ， 発 言 や 拍 手 な ど に よ り ， 公 然 と 意 見 を 表 明

す る こ と は ご 遠 慮 く だ さ い 。  

 （ お 配 り し て い る ア ン ケ ー ト で ， 傍 聴 の 皆 様 の ご 意 見 を お 伺 い す る

こ と と し て い ま す の で ， ご 了 承 く だ さ い ）  

 

・  会 場 内 で は ， 飲 食 や 喫 煙 は ご 遠 慮 く だ さ い 。  

（ 喫 煙 は ， １ 階 の 喫 煙 室 で お 願 い し ま す ）  

 

・  ト イ レ の ご 利 用 は ， １ ３ 階 ， １ 階 で お 願 い し ま す 。  

 

・  携 帯 電 話 は ， マ ナ ー モ ー ド に す る か ， 電 源 を お 切 り く だ さ い 。  

 

・  メ モ ・ 写 真 撮 影 は 構 い ま せ ん が ， 事 業 仕 分 け 作 業 の 妨 げ と な ら な

い よ う お 願 い し ま す 。  

ビ デ オ 撮 影 に つ い て は ， 受 付 で 許 可 を 受 け ， 指 定 さ れ た 場 所 で 行  

っ て く だ さ い 。  

 

・  そ の 他 ， 会 場 の 秩 序 を 乱 し ， ま た は ， 事 業 仕 分 け 作 業 の 支 障 と な

る よ う な 行 為 を し な い で く だ さ い 。 注 意 事 項 を 守 ら な い 方 は ， ご 退

場 い た だ く こ と が あ り ま す 。  

 

※  事 業 仕 分 け 結 果 が ， 本 市 の 最 終 判 断 で は あ り ま せ ん の で ご 留 意 く

だ さ い 。  

仕 分 け で の 議 論 や 仕 分 け 結 果 は ， 今 後 の 事 務 事 業 の 見 直 し の 際 の 参

考 と す る も の で す 。  

 

注 意 事 項  

傍  聴  さ  れ  る  皆  様  へ  

2



 

 

 

※ 仕分け作業の進捗状況により，時間が前後することがあります。  

 

予定時間 
事業

№ 
事 業 名 等 担当局 

8:30 ～ ― 受付開始 高松市役所１３階大会議室 ― 

09:00 ～ 9:25 ― 開会 市長あいさつ 概要説明 ― 

9:30 ～ 10:05 １ 防災資器材整備事業 総務局 

10:10 ～ 10:45 ２ コミュニティバス等運行補助事業 市民政策局 

10:50 ～ 11:25 ３ 身体障害者福祉タクシー助成事業 健康福祉局 

11:30 ～ 12:05 ４ 太陽光発電システム設置補助事業（事業所用） 環境局 

12:05 ～ 12:45 ― 昼食休憩 ― 

12:45 ～ 13:20 ５ 地籍調査事業 
創造都市推

進局 

13:25 ～ 14:00 ６ 駐車場管理事業 都市整備局 

14:05 ～ 14:40 ７ 消防車輌整備事業 消防局 

14:45 ～ 15:20 ８ 高松市民病院施設管理委託事業 病院局 

15:25 ～ 16:00 ９ 再生水利用下水道事業 上下水道局 

16:05 ～ 16:40 １０ 成人式式典事業 教育局 

16:40 ～ 16:50 ― 休憩 ― 

16:50 ～ 17:00 ― 仕分け結果発表 講評 閉会 ― 

事 業 仕 分 け ス ケ ジ ュ ー ル 
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（五十音順・敬称略）  

役 割 分 担 氏  名 所  属  等 

コーディネーター  伊藤 伸 
構想日本政策担当ディレクター， 

内閣府行政刷新会議事務局参事官  

仕 分 け 人 

（ 構 想 日 本 ） 

井澤 幸雄 小田原市環境部部長  

上田 裕子 株式会社京都新聞社記者 

大沢 元一 財務省職員  

露木 幹也 小田原市建設部建設政策課課長  

藤城 眞 
内閣官房行政改革実行本部事務局審議官  

内閣府行政刷新会議事務局次長 

市 民 判 定 人 

生嶋 暹 

高松市行財政改革推進委員会委員  

石田 雄士 

牛島 授公 

小野 美津子 

葛西 優子 

木村 大三郎 

後藤 英之 

松木 健吉 

村川 幸恵 

吉井 幸子 

仕 分 け 体 制 
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公  園  側  

海  側  

仕 分 け 会 場 の 配 置 

 
高松市役所 １３階 大会議室 

出
入
口 

市

民

判

定

人 

市

民

判

定

人 

仕 

 

分 

 

け 

 

人 

仕 

 

分 

 

け 

 

人 

市 事 業 説 明 者 

コーディネーター  

傍聴席 
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市民サービスの質の向上や業務のより一層の効率化に向け，事務事業の見直しを積

極的に行っていくため，公開の場において，外部の視点から，見直しの方向性につい

て問い直す「事業仕分け」を実施します。 

事業仕分けの成果を踏まえ，その考え方や手法を参考に，本市が担うべき役割の明

確化や，事業の廃止・改善による経費削減，事業内容の向上など，一層の行財政改革

に，鋭意，取り組むとともに，職員の意識改革や，市政の情報公開の徹底，市民への

説明責任の全うなどを一層推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ 「構想日本」：非営利団体（ＮＰＯ）の政策シンクタンク（代表：加藤秀樹氏）  

行財政改革などについて，これまでに様々な提案を行うとともに，提案した政策の実現に向け

た実践活動に取り組んでいる。 

構想日本のホームページ http://www.kosonippon.org/about/index.php 

構想日本の事業仕分け  http://www.kosonippon.org/shiwake/ 

 

※２ 「コーディネーター１名，仕分け人５名（構想日本が選出した者）」 

他の自治体職員，本市に関連のない企業経営者・ＮＰＯ職員等で，かつ事業仕分けの経験者  

 

※３ 「市民判定人」 

市政に関し，識見を有する者（経済・市民団体推薦者，学識経験者，公募者）のうちから，市  

長が委嘱した高松市行財政改革推進委員会委員 

事 業 仕 分 け の 概 要  

＜仕分け対象事業＞ 

平成２３年度市民満足度調査の結果，重要度が高いにもかかわらず，満足度が低い政策に

関する事業や，１，０００万円以上の大規模事業から１０事業を選定しました。  

＜実施方法＞ 

自治体の事業仕分けに実績とノウハウを有する「※ １構想日本」の協力を得て，実施しま

す。 

(1) 仕分け体制 
※2 コーディネーター１名，仕分け人５名（構想日本が選出した者） 
※ ３市民判定人１０名（高松市行財政改革推進委員会委員）  

(2) 仕分け作業 

１事業当たりの所要時間を３５分程度として，次の手順で仕分けを行います。  

① 本市事業担当者による事業概要説明（５分程度）  

② 仕分け人による質疑応答・議論（２０分程度）  

③ 市民判定人による仕分け判定とコーディネーターのコメント（１０分程度） 

(3) 仕分け区分 

次のＡ～Ｅの５区分で仕分けを行います。 

Ａ 不要 ，Ｂ 必要性の再検討 ，Ｃ 国・県・広域実施 ， 

Ｄ 市実施（要改善） ，Ｅ 市実施（現行どおり） 

(4) 仕分け結果 

市民判定人が仕分け人の議論を聞きながら，市民の立場から判定を行い，市民判  

定人の最多数を占めた区分を，仕分け結果とします。  

ただし，最多数が同数の場合は，コーディネーターが判定を決定します。 

※ 事業仕分けの結果が，本市の最終判断ではありませんのでご留意ください。  

仕分け過程での議論や仕分け結果は，今後の事務事業の見直しの参考とするもの

です。 
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事 業 仕 分 け 作 業 の 流 れ と 仕 分 け 区 分 

Ａ 

不
要 

①  手段が目的化している  

②  達成手段として不適当  

③  効果なし（薄い）・逆効果  

④  サービス受給者の自助努力・自己負担  

⑤  行政の役割終了，民間実施（税投入の必要なし）  

⑥  他事業との重複  

⑦  その他  

 

Ｂ 

必
要
性
の
再
検
討 

 

Ｃ 

国
・
県
・
広
域 

① 手段が目的化しているのではないか  

② 達成手段として不適当なのではないか  

③ 効果なし（薄い）・逆効果なのではないか  

④ サービス受給者の自助努力・自己負担なのではないか  

⑤ 行政の役割終了，民間実施すべきではないか  

⑥ 他事業との重複なのではないか  

⑦ その他  

①  規模が全国的  

②  全国一律のサービスであるべき  

③  規模が県域的  

④  広域での一律のサービスであるべき  

⑤  影響が広範囲  

⑥  その他  

（例）  

【縮減】  

①  事業費を縮減し，かつ内容を見直し  

②  事業の一部廃止  

【維持】  

③  事業費は現行どおりで事業内容を見直し  

＜事業内容の見直しの例＞  

・事業の手法，内容に改善の余地あり  

・民間委託の実施・拡大をすべき  

・指定管理者制度を導入すべき  

・入札等における競争性を強化すべき  

・自主財源確保（受益者負担等）をすべき  

（例）  

【縮減】  

①  事業内容は現行どおりで事業費の縮減  

【維持】  

②  事業内容，事業費ともに現行どおり  

【拡充】  

③  事業内容は現行どおりで事業費は拡充  

事 

業 

説 

明 

 

質
疑
応
答
・
議
論 

 

仕
分
け
判
定
等 

 

区  分  視   点  

５分 ２０分 １０分 

Ｄ 

市
実
施
（
要
改
善
） 

Ｅ 

市
実
施
（
現
行
ど
お
り
） 
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（ ）

4,608 千円

千円 4,608 千円

千円財源合計 4,766 千円 5,061 千円 5,580

千円

その他特財の内容

一般財源 4,766 千円 5,061 千円 5,580

千円 千円

その他特財
千円 千円 千円

地方債 千円 千円

千円 千円

国県支出金の内容

5,580 千円 4,608 千円

財源

内訳

国県支出金
千円 千円

千円 0.3 人 2,280 千円

総事業費 4,766 千円 5,061 千円

人 2,268 千円 0.3 人 2,280人件費 0.3 人 2,268 千円 0.3

3,300 千円 2,328 千円

事業費内訳
（平成23年度分）

し尿凝固剤購入　　255セット（1セット50個入）　　２３２９千円
簡易トイレ購入　  155個　　              　　　 　４６４千円

事
業
費

事業費合計 2,498 千円 2,793 千円

事業内容
（手段、手法など）

　平成18年度から平成24年度までの7年間で，大規模災害発生時に備えて，備蓄計画を基に，生活
衛生物資（し尿凝固剤および簡易トイレ）を環境局衛生処理センターと協議し，高松市の指定避
難所である小学校やコミュニティセンターに備蓄している。
　平成25年度以降は，し尿凝固剤の入れ替えを行っていく。

関連事業
（同一目的事業等）

コ
ス
ト

24年度（予算） 23年度（決算） 22年度（決算） 21年度（決算）

％

実施方法

■直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

実施の背景
大規模災害発生時に，被災者および避難者の衛生環境確保のため，ライフライン等が回復するまでの間
の初期対応として，生活衛生物資の，し尿凝固剤および簡易トイレの確保が重要である。

目　的
（何をどうしたいのか）

大規模災害時に備え，生活衛生物資である，し尿凝固剤および簡易トイレを備蓄する。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

生活衛生物資（し尿凝固剤・簡易トイレ）
対象者数（全住民に対する割合）

人

根拠法令等 担当課･係名
危機管理課
危機管理係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務

事業シート（概要説明書）

予算事業名 防災資器材整備事業 事業開始年度 平成１８年度

上位施策事業名 危機管理体制の整備 担当局・部名 総務局

事業番号１ 平成24年度 

ここから成果指標を導きます。

事 業 仕 分 け 対 象 事 業 の 説 明 資 料 
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総計 0 千円総計 0 千円

千円

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 千円 千円

千円

補助金 千円 千円

委託料・指定管理料 千円

その他 千円

市町村からの財政支出金 千円 千円

千円

県からの財政支出金 千円 千円

団体への
支出根拠

（選定経過等、支出先の
妥当性）

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

国からの財政支出金 千円

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

特記事項

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

生活衛生物資（し尿凝固剤および簡易トイレ）の備蓄に関して，本年度末の予定として概ね計画
数量を確保できる見込みである。来年度以降は，耐用年数を超えた，し尿凝固剤の更新にも対応
するとともに，効率的な保管場所の検討を行い,大規模災害時に迅速に対応できるよう努める。

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

　平成18年度策定（平成20年変更）の災害時緊急物資備蓄計画において，平成24年度までの7年間
で，し尿凝固剤および簡易トイレを計画的に確保することを目標とし，各年度目標値を設定して
いる。

56.9

備蓄計画期間における簡易トイレの備蓄率 ％ 76.9 65.0 53.4

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】 単位 Ｈ23年度 Ｈ22年度 Ｈ21年度

備蓄計画期間におけるし尿凝固剤の備蓄率 ％ 82.8 68.6

13.6 14.2 14.6

総事業費
簡易トイレ購入

／
新規購入数

千円／
個 10.3 10.1 10.3

効率指標
（事業費/活動指標）

総事業費
し尿凝固剤購入

／
新規購入数

千円／
セット

210

簡易トイレ新規購入数 個 155 150 150

単位 Ｈ23年度 Ｈ22年度

セット 255 210

Ｈ21年度

し尿凝固剤新規購入数

事業シート（概要説明書）

予算事業名 防災資器材整備事業 事業開始年度 平成１８年度

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。

○「仕分け対象事業」の補助金等について、当該団体に支出す

る根拠を記載してください。

○法令・条例等で団体への支出を特定している場合は、その名

事業番号１ 平成24年度 
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生活衛生物資とは 

（１）し尿凝固剤 

排出されたし尿および便にふりかけることにより凝固させ，収納袋に入れることにより

焼却処理を可能とする凝固剤です。常温保存では耐用年数は７年です。 

  なお，平成２５年以降は毎年１／７ずつ更新を予定しています。 

 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 計 

購入数 340 250 225 210 210 255 180 1,670 

備蓄数 340 590 815 1,025 1,235 1,490 1,670   

備蓄率 18.89 32.78 45.28 56.94 68.61 82.78 92.78   

※平成 24 年度は予定です。 

 

 

（２）簡易（組立式）トイレ 

ライフラインの被災によりトイレが使用不能となった場合，簡易トイレを設置し，し尿

凝固剤と併用することにより，ライフラインの復旧または仮設トイレの設置までの間使用

する。耐荷重は９０ｋｇです。し尿凝固剤と同様に７年間での備蓄予定です。 

 
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 計 

購入数 190 190 165 150 150 155 285 1,285 

備蓄数 190 380 545 695 845 1,000 1,285   

備蓄率 14.62 29.23 41.92 53.46 65.00 76.92 98.85   

平成２４年度は予定です。 
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簡易トイレ 

 

 

し尿凝固剤（エールキット①） 

 

 

し尿凝固剤（エールキット②） 

 

 

使用方法 

①簡易トイレを組立てる 

 

②し尿凝固剤（エールキ

ット①を便座にセットす

る） 

 

③用を足した後に，し尿

凝 固 剤 （ エ ー ル キ ッ ト

②）をふりかける 
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（ ）

事業シート（概要説明書）

予算事業名 コミュニティバス等運行補助事業 事業開始年度 平成15年12月

上位施策事業名 公共交通の利便性の向上 担当局・部名 市民政策局

根拠法令等 高松市生活交通路線維持費等補助金交付要綱 担当課･係名 交通政策課総務係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務

実施の背景

　平成10年から12年にかけ，バス路線の廃止により，多くの公共交通空白地域が生じた。これらの地区に
おいては，高齢者等交通弱者の生活の足の確保を目的に，コミュニティバス等が運行されている。
　山田地区および弦打地区では，乗合タクシーが運行されている。また，１７年度に合併した近隣６町のう
ち，旧塩江町，香川町，国分寺町が運行していたコミュニティバス等事業を引き継いでいる。

目　的
（何をどうしたいのか）

　中山間地の公共交通空白または不便地帯における交通は，鉄道軸，基幹バス軸を補完する役割
を担うものであることから，地域組織の協働の下に，現在運行しているコミュニティバス等を含
め，地域の特性や利用者ニーズに見合った持続可能な交通体系を維持・確保し，交通弱者の移動
支援を行うことを目的とする。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

高松市民
対象者数（全住民に対する割合）

人 ％

実施方法

□直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■補助金〔直接・間接〕（補助先：運行事業者・地域組織　 　実施主体：     ）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

　塩江・香川・国分寺地区のコミュニティバス等について，その運行に係る欠損に対し補助を行
うとともに，地域住民のニーズに即した利用しやすい運行形態へと改善するため，各地区の住民
代表等で構成する「コミュニティバス等利用促進協議会」を開催し，ルート・便数・時刻表の再
編や車両の小型化などの見直しに取り組んでいる。
　山田地区乗合タクシーについても，地元住民代表等で構成する「乗合タクシー等実行委員会」
に出席・協議しながら，利用しやすい運行形態に向けた改善に取り組んでいる。
　また，新たに運行を開始するコミュニティバスについて，地域が主体となって運行していく枠
組を定めた新たな補助採択基準を平成22年度に策定し，23年度から高松西部地区乗合タクシーへ
の補助を開始した。

関連事業
（同一目的事業等）

コ
ス
ト

24年度（予算） 23年度（決算） 22年度（決算） 21年度（決算）

事
業
費

事業費合計 42,300 千円 35,726 千円 33,200 千円 36,127 千円

事業費内訳
（平成23年度分）

コミュニティバス等維持費補助金
・塩江町コミュニティバス　　　６，９００千円
・香川町コミュニティバス　　　５，２００千円
・香川町シャトルバス　　　　　９，９００千円
・国分寺町コミュニティバス    ９，６００千円
・山田地区乗合タクシー        ３，０００千円
・高松西部地区乗合タクシー 　 １，１２６千円

人件費 0.6 人 4,536 千円 0.6 人 4,536 千円 0.6 人 4,561 千円 0.6 人 4,561 千円

総事業費 46,836 千円 40,262 千円 37,761 千円 40,688 千円

財源

内訳

国県支出金
4,314 千円 4,556 千円 4,481 千円 4,237 千円

国県支出金の内容 【香川県】地域生活交通路線運行費補助金

地方債 千円 千円 千円 千円

その他特財
千円 千円 千円 千円

その他特財の内容

一般財源 42,522 千円 35,706 千円 33,280 千円 36,451 千円

財源合計 46,836 千円 40,262 千円 37,761 千円 40,688 千円

事業番号２ 平成24年度 

ここから成果指標を導きます。
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総計 2,859 千円総計 2,859 千円

2,859 千円

その他（運賃1,084千円，地元負担等649千円） 1,733 千円 千円

④

団体への支出根拠
（選定経過等、支出

先の妥当性）

【弦打校区コミュニティ協議会地域交通委員会】
※高松西部地区乗合タクシーを運行
高松市生活交通路線維持費等補助金交付要綱

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

市町村からの財政支出金（補助金） 1,126 千円 運行経費

総計 4,458 千円総計 4,458 千円

4,458 千円

その他（運賃1,211千円，地元負担等247千円） 1,458 千円 千円

③

団体への支出根拠
（選定経過等、支出

先の妥当性）

【山田地区乗合タクシー等実行委員会】
※山田地区乗合タクシーを運行
高松市生活交通路線維持費等補助金交付要綱

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

市町村からの財政支出金（補助金） 3,000 千円 運行経費

総計 17,125 千円総計 17,383 千円

17,383 千円

その他（運賃） 7,225 千円 千円

②

団体への支出根拠
（選定経過等、支出

先の妥当性）

【ことでんバス株式会社】
※香川町シャトルバスを運行
高松市生活交通路線維持費等補助金交付要綱

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

市町村からの財政支出金（補助金） 9,900 千円 運行経費

総計 25,488 千円総計 26,349 千円

千円 運行経費 26,349 千円

その他（運賃） 3,788 千円 千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

①

団体への支出根拠
（選定経過等、支出

先の妥当性）

【マルイ観光バス株式会社】
※塩江地区コミュニティバス，香川地区コミュニティバス，国分寺地区コミュニティバスを運行
高松市生活交通路線維持費等補助金交付要綱

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

市町村からの財政支出金（補助金） 21,700

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

第５次総合計画の施策目標である「公共交通の利便性の向上」に貢献できる事業であり，今後も
事業を推進する必要がある。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

○コミュニティバス等による交通弱者に対する交通網を整備している中核市（平成２２年９月調
査）　　２７市/４０市

特記事項

Ｈ21年度

コミュニティバス等利用者数 人 92,881 93,284 96,783

285 456

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

利便性の向上を推し量る指標として「コミュニティバス等利用者数」を設定。
コミュニティバス等利用者数目標：１００，０００人（総合計画終了年度における目標値）

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】 単位 Ｈ23年度 Ｈ22年度

回 7 8 5

効率指標
（事業費/活動指標）

協議会開催に係る
総事業費

／
コミュニティバス等利用

促進協議会開催回数
千円/回 324

事
業
実
績

活動実績
【活動指標名】 単位 Ｈ23年度 Ｈ22年度 Ｈ21年度

コミュニティバス等利用促進協議会開催回数

事業シート（概要説明書）

予算事業名 コミュニティバス等運行補助事業 事業開始年度 平成15年12月

事業番号２ 平成24年度 

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。

○「仕分け対象事業」の補助金等について、当該団体に支出す

る根拠を記載してください。

○法令・条例等で団体への支出を特定している場合は、その名

○「仕分け対象事業」の補助金等について、当該団体に支出す

る根拠を記載してください。

○法令・条例等で団体への支出を特定している場合は、その名

○「仕分け対象事業」の補助金等について、当該団体に支出す

る根拠を記載してください。

○法令・条例等で団体への支出を特定している場合は、その名

○「仕分け対象事業」の補助金等について、当該団体に支出す

る根拠を記載してください。

○法令・条例等で団体への支出を特定している場合は、その名
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平成 24 年３月 31 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ高松駅

牟礼支所

庵治支所

香南支所

20

塩江支所

高松市役所

国分寺支所

国分寺町ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

香川支所

端岡駅

岡本駅

仏生山駅 高田駅

ｷｮｳｴｲ空港店
香南楽湯

大屋敷

国分駅

橘ヶ丘運動公園

香川町ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ

香川町ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

山田地区乗合ﾀｸｼｰ

塩江町ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

御厩ﾌﾟｰﾙ

南部小学校

あ

凡          例

高 規 格 幹 線 道 路

Ｊ　　　Ｒ

琴　　電

コミュニティバス路線図

奥の湯温泉

西植田

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

あ

あ

菅沢

あ

塩江病院

椛川

高松西部地区乗合ﾀｸｼｰ

空港通り駅
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 概要                           平成 24 年３月 31 日現在 

 路線長 運行便数 停留所 

塩江町 

コミュニティバス 

塩江～奥の湯：7.0km 

塩江～上地：3.8km 

塩江～菅沢：3.9km 

奥の湯～松尾：1.5km 

奥の湯～大屋敷橋：4.7km 

 

塩江～奥の湯：(毎日)16 便 

塩江～上地：(月木土)６便 

塩江～菅沢：(火水金)６便 

奥の湯～松尾：(火水金)６便 

奥の湯～大屋敷橋： 

(月木)（デマンド運行） 

16 カ所 

香川町 

コミュニティバス 

 

下倉－空港通り：20km 

下倉－空港通り(短）：13.5km 

天神－空港通り：13km 

日生ﾆｭｰﾀｳﾝ南－空港通り：8.4km 

 

全 16 便 

 下倉－空港通り：４便 

 下倉－空港通り(短）：３便 

 天神－空港通り：７便 

 日生ﾆｭｰﾀｳﾝ南－空港通り：

２便 

23カ所 

香川町 

シャトルバス 

仏生山～キョーエイ空港店～池

西：11.2km 

平日：36便 

土曜：20便 
27カ所 

国分寺町 

コミュニティバス 

国分駅－端岡駅－運動公園線 

 13.1km 

端岡駅－岡本駅－運動公園線 

 13.0km 

国分駅－端岡駅－運動公園線 

 4 便 

端岡駅－岡本駅－運動公園線 

 19 便 

41 カ所 

山田地区 

乗合タクシー 

西植田～琴電高田駅：11.3km 

琴 電 高 田 駅 ～ 琴 電 仏 生 山 駅 ：

9.5km 

通学線（西植田～池田本村）：

3.5km 

西植田～琴電高田駅：７便 

琴電高田駅～琴電仏生山駅：

７便 

通学線：５便 

 

41カ所 

西部地区 

乗合タクシー 

鬼無駅－キナシ大林病院－南定

木：8.5km 
14 便 10 カ所 

 

 運行時間 運休日 運賃 利用実績※ 

塩江町 

コミュニティバス 
6:42～18:18 なし 

大人 100 円 

小児及び障害者：50 円 

8,421 人/年間 

23 人/日  

香川町 

コミュニティバス 
7:20～18:08 

日・祝日 

年末年始 

大人 200 円 

小児及び障害者：100 円 

8,484 人/年間 

29 人/日  

香川町 

シャトルバス 
6:44～21:01 

日・祝日 

年末 

大人 160～250 円 

小児及び障害者：80～130

円 

41,310 人/年間 

139 人/日  

国分寺町 

コミュニティバス 
6:55～19:54 

日・祝日 

年末年始 

大人 100 円 

小児及び障害者：50 円 

23,700 人/年間 

80 人/日  

山田地区 

乗合タクシー 
7:25～17:21 

土日祝日 

年末年始 

大人 300 円，中高生 200 円 

小児及び障害者：150 円 

5 区間迄：150 円 

7,278 人/年間 

30 人/日  

西部地区 

乗合タクシー 
7:47～15:28 

水土日 

祝日 

年末年始 

大人 300 円  

小学生：150 円 

3,688 人/年間 

19 人/日  

  ※ 利用実績は，平成 23 年 4 月 1 日～24 年 3 月31日の１年間 
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（ ）

事業シート（概要説明書）

予算事業名 身体障害者福祉タクシー助成事業 事業開始年度 昭和54年9月

上位施策事業名 障害者の自立支援と社会活動への参加の促進 担当局・部名 健康福祉局

根拠法令等 高松市障害者福祉タクシー助成事業実施要綱 担当課･係名
障がい福祉課
生活支援係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務

実施の背景
　障がい者にとって，タクシー運転手からの乗車拒否など，タクシーを利用しづらい背景があったことから，
障がい者が円滑にタクシーを利用できるような政策が必要となった。特に，障がい者の通院等外出時の負
担軽減が必要とされた。

目　的
（何をどうしたいのか）

　障がい者が外出時にタクシーを利用する場合，タクシー料金の一部を助成することにより，タ
クシー利用を容易にし，社会活動の範囲を広げるとともに，障がい者の自立および社会参加の促
進を図る。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

　高松市内に住所を有する身体障害者手帳１級・２級，療育手帳◯Ａ・Ａ，精神障害者保
健福祉手帳１級・２級の者および公費補助により電動車いす，車いすを購入した者，また
は介護保険制度による貸付を受けて使用している障がい者（最重度および重度の障がい者
が対象，複数該当の場合重複交付は不可）

対象者数（全住民に対する割合）

12,632 人 3 ％

実施方法

□直接実施

■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：財団法人　高松市身体障害者協会　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

【助成券の交付】
　高松市役所障がい福祉課，支所（山田支所を除く），高松市身体障害者協会にて，対象者からの申請を
受付し，それぞれの場所で障がいの種類と程度に応じた助成券を交付する。（年間１冊）

【事務内容】
（高松市）
１．委託契約の締結
２．委託料の支払

（財団法人 高松市身体障害者協会）
１．高松タクシー協会，個人タクシー協会からの請求取りまとめおよび支払
２．月毎の助成券使用枚数集計
３．助成券の作成
４．使用済み助成券の保管

関連事業
（同一目的事業等）

高松市身体障害者福祉タクシー設置事業

コ
ス
ト

24年度（予算） 23年度（決算） 22年度（決算） 21年度（決算）

事
業
費

事業費合計 35,172 千円 33,824 千円 33,860 千円 32,310 千円

事業費内訳
（平成23年度分）

助成券使用金額：32,422,100円
助成券印刷代： 1,284,570円

振込手数料：　　16,380円
　　　委託事務手数料：　 100,000円

計：33,823,050円

人件費 0.5 人 3,780 千円 0.5 人 3,780 千円 0.5 人 3,801 千円 0.5 人 3,801 千円

総事業費 38,952 千円 37,604 千円 37,661 千円 36,111 千円

財源

内訳

国県支出金
千円 千円 千円 千円

国県支出金の内容

地方債 千円 千円 千円 千円

その他特財
千円 千円 千円 千円

その他特財の内容

一般財源 38,952 千円 37,604 千円 37,661 千円 36,111 千円

財源合計 38,952 千円 37,604 千円 37,661 千円 36,111 千円

事業番号３ 平成24年度 

ここから成果指標を導きます。
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総計 33,824 千円総計 33,824 千円

千円

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 千円 千円

千円

補助金 千円 千円

委託料・指定管理料 33,824 千円

その他 千円

市町村からの財政支出金 33,824 千円 千円

タクシー利用者助成金 32,423 千円

県からの財政支出金 千円事務費 1,401 千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

団体への
支出根拠

（選定経過等、支出先の
妥当性）

【事業委託先】
　財団法人高松市身体障害者協会

【根拠】
　昭和５４年９月から，財団法人高松市身体障害者協会に，障害者福祉タクシー助成事業を委託してきた実績があ
り，その委託内容についても良好であることから，同協会に委託するのが妥当であると判断している。

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

国からの財政支出金 千円

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

【今後の事業の方向性】
　この事業は，障がい者の自立および社会参加の促進を図るうえで必要性が高く，障がい者のニーズも高
いことから，事業の継続が必要である。

【課題等】
　目的に沿った費用対効果の測定が困難であり，対象者を絞り込む等の事業の見直しが必要である。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

　中核市（４１市，高松市を含む）のうち，４０市で同様の事業が行われている。（豊中市は手帳提示の
１割引のみ）
　自治体によっては更生医療を受けている者のみを対象としている自治体（いわき市）や，ガソリン料金
等の助成（１５市）を行っている自治体もあり，所得要件については４１市中７市が制限を設けている。

特記事項
　当該事業は，対象となる障がい者全てにタクシー助成券を配布するものではなく，必要とする障がい者
から申請があった場合にのみ，交付を行うものである。

Ｈ22年度 Ｈ21年度

助成券使用率 ％ 42.6 43.3 41.8

7,343 7,744 7,604

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

　障がい者の通院や通所等，外出時の負担を軽減し，社会活動の範囲を広げ，障がい者の自立や
社会活動参加等を促し，福祉の増進を図る。

　ただし、この事業については、申請があった障がい者に助成券を交付するものであり、助成券を使用す
る場合は、障がい者の自己負担が発生するなどにより、障がい者ごとに利用状況が異なることから、使用
率の上昇が福祉の増進に直接つながるものではないため、助成券使用率の目標値は定めていない。

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】 単位 Ｈ23年度

効率指標
（事業費/活動指標） 総事業費 ／ 助成券交付人数 円／人

人 5,121 4,863 4,749

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】 単位 Ｈ23年度 Ｈ22年度 Ｈ21年度

助成券交付人数

事業シート（概要説明書）

予算事業名 身体障害者福祉タクシー助成事業 事業開始年度 昭和54年9月

事業番号３ 平成24年度 

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。

○「仕分け対象事業」の補助金等について、当該団体に支出す

る根拠を記載してください。

○法令・条例等で団体への支出を特定している場合は、その名

称と条項を記載してください。
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高松市障害者福祉タクシー助成事業について 
 

１ 対象者 

高松市内に住所がある方で，次のいずれかの要件を満たしている方  

● 身体障害者手帳をお持ちの方で，１級または２級の方  

● 身体障害者手帳をお持ちの方で，補装具または介護保険の制度を利用して， 

車いすまたは電動車いすを利用されている方  

● 療育手帳をお持ちの方で， またはＡの方 

● 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で，１級または２級の方  

 

２ 助成内容一覧表 

対     象 
１枚当たりの 

助成金額 

助成券の枚数 

（１冊当たり） 

身体障害者手帳 

１級 ５５０円 ３０枚 

２級 ５５０円 １５枚 

車いす ５５０円 ３０枚 

電動車いす １，０５０円 ５０枚 

療育手帳 
 ５５０円 ３０枚 

Ａ ５５０円 １５枚 

精神障害者 

保健福祉手帳 

１級 ５５０円 ３０枚 

２級 ５５０円 １５枚 

※ 制度についての説明は，手帳交付時等に個別で行っている。 

 

３ 助成券の支給について 

● 対象者が必要に応じて任意で申請。（交付冊数：１人 ＝ １冊／年度） 

● 申請は障害者手帳，印鑑を準備の上，高松市障がい福祉課，高松市身体障害者 

協会（事業委託先），合併支所（庵治，牟礼，国分寺，香川，香南，塩江）の計 

８箇所のいずれかで交付手続を行う。 

● 交付時は，手帳に交付日等を記載し，当該年度の支給台帳に受領印を押す。 

● 該当する手帳を複数所持している場合は，いずれか１冊のみを交付する。 

   タクシー助成券見本 

表紙 助成券表面 助成券裏面 
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４ タクシー助成券支給状況 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

交付対象者(人) 12,103 12,325 12,784 12,427 12,632 

交付人数(人) 4,390 4,651 4,749 4,863 5,121 

助成金額(円) 29,058,305 31,478,385 32,309,162 33,859,345 33,823,050 

助成券使用率(%) 43.3 41.0 41.8 43.3 42.6 

 

 ※ 平成２３年度助成券支給内訳 

 交付対象者(人) 交付人数(人) 交付枚数(枚) 使用枚数(枚) 使用率(％) 

身 体 １ 級 5,185 2,467 74,010 31,648 42.76 

身 体 ２ 級 2,850 1,096 16,440 8,657 52.66 

車 椅 子 2,057 518 15,540 5,676 36.53 

電動車椅子 204 73 3,650 1,712 46.90 

療 育  477 67 2,010 730 36.32 

療 育 Ａ 564 132 1,980 647 32.68 

精 神 １ 級 187 80 2,400 809 33.71 

精 神 ２ 級 1,108 688 10,320 3,944 38.22 

合計 12,632 5,121 126,350 53,823 42.60 

 

  ５ 他市（中核市）の取り組み状況（高松市を含む中核市４１市（平成２３年度）） 

① 同様の事業を実施している中核市 

実施数 市名 事業の内容 

４０市 

宇都宮市 ・710 円×60 枚（1 か月 5 枚）=42,600 円/年 

郡 山 市 ・500 円×30 枚＝15,000/年 

船 橋 市 

・乗車料金の 1/2 を助成。 

・1 枚あたりの助成限度額 1,200 円 上限 120 枚/年 

※他の条件により上限 320 枚，または無制限の場合有。 

奈 良 市 ・400 円×48 枚＝19,200 円/年 

 

② ガソリン助成等を行っている中核市 

実施数 市名 事業の内容 

１５市 

姫 路 市 ・レギュラーガソリン 12 ㍑×12/年または軽油 13 ㍑×12/年 

倉 敷 市 

・ガソリン代月額 2,000 円までを助成。 

 2,000 円×12 か月=24,000 円/年 

※他の条件により，月額 6,000 円の場合有。 

長 崎 市 ・ガソリン券の交付 500 円×10 枚=5,000 円/年 

大 津 市 
・ガソリン 8 ㍑券を年間 12 枚助成。 

 （軽油の場合は 10 ㍑，ハイオクの場合は 7 ㍑） 

 

③ 所得制限等の要件を設けている中核市 

実施数 市名 事業の内容 

７市 

富 山 市 ・世帯全員の合計所得が 1,000 万円を超えないこと。 

金 沢 市 ・対象者の市町村民税所得割額が 16 万円未満であること。 

いわき市 

高 槻 市 
・特別障害者手当所得制限額に準ずる(配偶者および扶養義務者) 

久留米市 
・自動車税，軽自動車税の減免措置を受けている者，または施設入所者 

は対象外。 
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（ ）

3,109 千円

千円 3,109 千円

財源合計 5,098 千円 19,787 千円 15,547 千円

千円

その他特財の内容

一般財源 5,098 千円 19,787 千円 15,547

千円 千円

その他特財
千円 千円 千円

地方債 千円 千円

千円 千円

国県支出金の内容

15,547 千円 3,109 千円

財源

内訳

国県支出金
千円 千円

千円 0.007 人 53 千円

総事業費 5,098 千円 19,787 千円

人 98 千円 0.015 人 114人件費 0.013 人 98 千円 0.013

15,433 千円 3,056 千円

事業費内訳
（平成23年度分）

補助金 19,689千円

事
業
費

事業費合計 5,000 千円 19,689 千円

事業内容
（手段、手法など）

　太陽光発電システムを設置した事業所に対して、システムの発電能力　１kw当たりに対して、
２万円の補助を行う。ただし、上限額として２００万円（１００kw）を設定している。なお、補
助単価は２１・２２年度は１０万円、２３年度は８万円、２４年度は２万円に変更している。

関連事業
（同一目的事業等）

太陽光発電システム設置補助事業（住宅用）

コ
ス
ト

24年度（予算） 23年度（決算） 22年度（決算） 21年度（決算）

％

実施方法

□直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■補助金〔直接・間接〕（補助先：設置事業者　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

実施の背景
　温室効果ガスの削減のためには、再生可能エネルギーの利用促進が重要であり、本市は、その気象環
境から、太陽光発電の導入が最適と考えられる。

目　的
（何をどうしたいのか）

　太陽光発電システムの導入を推進することにより、本市における温室効果ガスの削減を図る。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

太陽光発電システム未設置事業所
対象者数（全住民に対する割合）

人

根拠法令等 高松市太陽光発電システム設置費補助金交付要綱 担当課･係名
環境保全推進課
環境活動推進係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務

事業シート（概要説明書）

予算事業名 太陽光発電システム設置補助事業（事業所用） 事業開始年度 平成２０年度

上位施策事業名 環境保全活動の推進 担当局・部名 環境局

事業番号４ 平成24年度 

ここから成果指標を導きます。
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千円

千円 19,689

千円

総計

千円

千円

千円

千円

千円 千円

千円

千円

19,689設置費

千円 千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

団体への
支出根拠

（選定経過等、支出先の
妥当性）

高松市太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の基準を満たす事業所に支出している。

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

千円 千円

千円

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

　電力使用量に占める割合は、住宅用の進捗もあって、ほぼ順調に拡大しているが、事業所用の設置件数
については、目標の達成が難しい状況である。ただ、事業所用では、一般的である１０kw以上のシステム
について、今年度から余剰買取だけでなく全量買取制度が認められるため、今後は増加が期待できる。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

長野市：設置した法人、個人に補助　２．５万円／kw（４kwまで）・５万円／kw（４kw超）
松山市：設置した法人、個人に補助　５．４万円／kw（１０kw未満）・３０万円（１０～２０kw）（ただ
し、全量買取は補助対象外）
国・香川県は、住宅用のみで事業所は対象としていない。

特記事項

事業所用の補助設置件数（累計） 件 29 15 5

Ｈ21年度

電力使用量に占める太陽光発電の割合 ％ 0.48 0.34 0.21

1,555 1,036

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

① 総電力使用量に占める、太陽光発電システム設置費補助事業による発電の割合（住宅用も合わ
せて）を、２６年度までに１％以上（市長マニフェスト）
②　事業所用の補助設置件数を、３２年度（２０２０年）までに、累計で１９５件（高松市地球
温暖化対策実行計画）

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】 単位 Ｈ23年度 Ｈ22年度

効率指標
（事業費/活動指標） 総事業費 ／ 補助件数

千円
／件

1,413

補助対象の総出力 kw 422 330 31

単位 Ｈ23年度 Ｈ22年度 Ｈ21年度

補助件数 件 14 10 3

事業シート（概要説明書）

予算事業名 太陽光発電システム設置補助事業（事業所用） 事業開始年度 平成２０年度

委託料・指定管理料

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】

19,689総計

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

その他

補助金 19,689

市町村からの財政支出金

県からの財政支出金

国からの財政支出金

19,689

事業番号４ 平成24年度 

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。

○「仕分け対象事業」の補助金等について、当該団体に支出す

る根拠を記載してください。

○法令・条例等で団体への支出を特定している場合は、その名

称と条項を記載してください。
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１．各種電源別のＣＯ２排出量 

 

                                               出典： 電力中央研究所  

２．再生可能エネルギーの固定価格買取制度の概要  

(1)買取  再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された電気を、国が定め 

る価格・期間で電力会社等が買取 

(2)負担 電力会社等が買取に要した費用を、電気料金の一部として、電気をお使いの全てのお客さまに、電気の 

ご使用量に応じて「再生可能エネルギー発電促進賦課金」としてご負担いただくしくみとなっております。 

 

＜再生可能エネルギー固定価格買取制度のイメージ＞ 

 

                                出典：四国電力 
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３．発電出力１１kw 以上の太陽光発電設備認定状況   （平成２４年１月末現在） 

   
                              出典：四国経済産業局 

 

４．補助単価とキロワット当たりの設置費用 
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（ ）

根拠法令等 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号) 担当課･係名
土地改良課
地籍調査室

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務

事業シート（概要説明書）

予算事業名 地籍調査事業 事業開始年度 S39～(旧高松市）

上位施策事業名 居住環境の整備 担当局・部名
創造都市推進局
産業経済部

％

実施方法

■直接実施

■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：㈱上智香川支店，三島開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱等）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

実施の背景

国土調査法の制定以前は，法務局（登記所）に土地台帳とその付属地図が備え付けられていたが，これ
らは明治期の地租改正の際に作成されたものであり，土地の実態と必ずしも一致しておらず，不正確なも
のも多かった。そこで，国土の開発，保全等土地に関する施策を円滑に進めるための基礎資料を整備す
るため，土地を一筆毎に調査し，地籍の明確化を図ることを目的として，昭和２６年に国土調査法が制定さ
れ，自治体により地籍調査が行われるようになった。

目　的
（何をどうしたいのか）

調査計画区（字（あざ）単位）において，一筆ごとの土地の所有者，地番，地目，境界，位置，
面積の測量，調査を行い，その結果を基に地図・簿冊（地籍簿）を作成する。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

①地籍調査計画区　②地権者
対象者数（全住民に対する割合）

人

事業内容
（手段，手法な

ど）

　国土調査法および地籍調査作業規程準則等の関係法令に基づき，毎年度，調査計画区を定め，
初年度（前半工程），次年度（後半工程）の２年度にわたり，事前準備，一筆地毎に地権者の立
会いを得て各筆の境界を確認する現地調査，成果の閲覧，地図，簿冊の作成を行い，各工程の検
査，認証を県より受ける。第３年度に調査結果を法務局に送付して調査計画区の調査を終了す
る。３年１サイクルの調査を毎年繰り返し，順次調査計画区域を拡大していく。
　地籍調査の成果である地図，簿冊は，法務局に送付され，地図は法務局備付の地図（不動産登
記法１４条地図）となり，簿冊に基づき土地登記簿が書き改められて地籍が明確になる。

関連事業
（同一目的事業等）

コ
ス
ト

24年度（予算） 23年度（決算） 22年度（決算） 21年度（決算）

44,487 千円 39,191 千円

事業費内訳
（平成23年度分）

需用費　　3,905千円　　使用料及び賃借料　　　　2,632千円
役務費　　1,044千円　　備品購入費　　　　　　　1,177千円
委託料　 36,482千円　　負担金，補助及び交付金　　199千円
※委託料内訳（千円）
（測量業務等　26,822，ｼｽﾃﾑ･ﾌﾟﾛｯﾀｰ保守業務　953，成果の修正業務　7,704，その他　1,003）

事
業
費

事業費合計 54,531 千円 45,439 千円

千円 12.2 人 92,732 千円

総事業費

92,732人件費 12.2 人 92,232 千円 12.2

24,900 千円

146,763 千円 137,671 千円

人 92,232 千円 12.2 人

18,852 千円

国県支出金の内容 農林水産業費県負担金

137,219 千円 131,923 千円

24,201 千円 21,150 千円

千円 千円

その他特財
千円 千円 千円

地方債 千円 千円

千円

その他特財の内容

一般財源 122,562 千円 116,521 千円 112,319 千円 113,071 千円

財源合計 146,763 千円 137,671 千円 137,219 千円 131,923 千円

財源

内訳

国県支出金

事業番号５ 平成24年度 

ここから成果指標を導きます。
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千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円総計

事業シート（概要説明書）

予算事業名 地籍調査事業 事業開始年度 S39～(旧高松市）

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】 単位 Ｈ23年度 Ｈ22年度 Ｈ21年度

登記筆数

補助金

委託料・指定管理料 36,482

筆 1,109 1,927 2,256

効率指標
（事業費/活動指標） 総事業費 ／ 登記筆数 円／筆

Ｈ22年度 Ｈ21年度

調査完了面積（累計） K㎡ 308.48 307.37 305.16

124,140 71,209 58,477

調査完了面積（累計）および調査進捗率
（市域全体の地籍調査の完了を目標とする。）

【成果指標名】 単位 Ｈ23年度

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性，課題等)

　合併により引き継いだ庵治，牟礼地区および合併後新たに着手した香川地区の地籍調査を引き
続き実施し，地籍の明確化を図ることができた。
　しかし，現状でも多くの職員を配置して調査を行っており，庵治，牟礼地区の調査終了後に，
現体制を維持できるか問題がある。また，防災対策として国から調査の進捗が求められている中
で，人員を削減された場合には，現状でも長期にわたる事業期間がさらに長引く可能性がある。
　このため，調査事業の効率的な進捗と，事業期間の短縮を図る観点から，現在直営で行ってい
る部分の委託化を検討する必要があると思われる。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

１．地籍調査進捗状況
　全国平均約５０％，香川県約８１％，高松市約９０％
２．香川県内
　完了　４市２町，実施中　３市５町　休止中　１市１町　未実施　１町
　＊休止中の坂出市および未実施の琴平町は，平成２５年度から調査に着手

特記事項

調査進捗率 ％ 89.70 89.40 88.80

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

成果
（目標達成状況）

千円市町村からの財政支出金 36,482

千円

千円県からの財政支出金

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

団体への
支出根拠

（選定経過等，支出
先の妥当性）

１．測量業務等⇒公募型指名競争入札
２．システム・プロッター保守業務⇒随意契約（長期継続契約）：システム開発者
３．成果の修正業務⇒随意契約（（社）香川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会）

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

総計

その他（　　　　　　　　　　　　　）

千円

千円

千円

その他

千円

千円

その他経費

成果の修正業務経費

36,482 36,482

システム・プロッター保守経費

測量業務等経費 26,822

953

7,704

1,003

国からの財政支出金

事業番号５ 平成24年度 

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。

○「仕分け対象事業」の補助金等について、当該団体に支出す

る根拠を記載してください。

○法令・条例等で団体への支出を特定している場合は、その名

称と条項を記載してください。
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地籍調査事業 
 

１．地籍調査事業の概要 

 地籍調査は，国土調査法第２条第５項の規定に基づき，一筆毎の土地について，その所有

者地番および地目の調査ならびに境界および地籍に関する測量を行い，その結果に基づき地

図および簿冊を作成するもの。 

 

２．本市の状況 

 旧高松地区（Ｓ３９～Ｓ５４）および香南地区（Ｓ３２～Ｓ４５），国分寺地区（Ｓ５５

～Ｓ６３）は合併前に地籍調査を終了。 

庵治地区（Ｈ７～），牟礼地区（Ｈ３～），塩江地区（Ｓ５９～Ｈ２２）は，合併前から

調査事業に着手しており，合併後も調査事業を継続して実施している。 

また，塩江地区の調査が平成２２年に終了したことにより，平成２３年度から未実施地区

であった香川地区の調査に着手した。 

 

３．調査の具体的な業務内容 

ながれ    業務の内容         （工 程） 備 考  

① 実施計画づくり，対象地区の資料調査   Ａ  （直営） 

② 説明会（当年度開始地籍調査の対象地区） Ｂ  （直営） 

③ 基準点測量（三角点・多角点）     Ｃ・Ｄ  （委託） 

④ 一筆地調査（現地調査）         Ｅ  （直営） 

⑤ 地籍細部測量（図根測量の準備）     Ｆ１  （委託） 

⑥ 地籍細部測量（選点および標識の設置）  Ｆ２  （委託） 

⑦ 地籍図（案）作成，地籍簿（案）作成  Ｇ・Ｈ  （委託） 

⑧ 仮閲覧  （直営） 

⑨ 本閲覧  （直営） 

⑩ 国の承認，県の認証   （直営） 

⑪ 地籍図，地籍簿を法務局に送付→ 登記完了  （直営） 

 

４．調査体制 

(1) 合併前 

  ① 旧町（塩江：税務調査課３名，牟礼：地籍課５名，庵治：建設経済課６名） 

  ② 高松市（土地改良課地籍係３名：地籍修正業務等） 

    合 計 １７名 

 

初 

年 

度 

 

次 

年

度 

 

３ 

年度 
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(2) 合併後（現状） 

① 各支所：３名(３支所：９名)（現地調査業務） 

② 本庁：３名，再任用１名（予算決算，業務発注，県等との連絡調整，地籍修正業

務） 

    合 計 １３名 

 

(3) 基準点測量および細部測量等 

専門的な資格や機器が必要なため，外部の専門業者（測量業者）に委託して実施して

いる。 

 

５．今後の予定（計画） 

 (1) 牟礼地区，庵治地区 平成３０年度 調査終了予定 

 (2) 香川地区（計画面積：２７．２９㎞ 2，筆数：約５２，０００筆） 

  ① 牟礼地区，庵治地区の調査終了後，両地区の職員を香川地区の調査に移行 

３名３班体制⇒平成５４年度終了予定（調査期間約３０年） 

  ② 牟礼地区，庵治地区の調査終了後，職員３名を香川地区の調査に移行 

３名２班体制⇒平成６９年度終了予定（調査期間約４５年） 

③ 現在の３名１班体制で調査を実施⇒平成８４年度終了予定（調査期間約６０年） 

 

６．問題点 

 (1) 地籍調査の迅速化の要請 

① 防災対策として，災害復旧工事の迅速化が図られる。（新潟県中越地震後の用地測

量・買収：調査済み地区約２ヵ月，未実地地区約１年） 

② 地震，土砂崩れ等により，地面がずれた場合や境界が滅失した場合にも，境界を現

地に復元できる。 

③ 山間部では，所有者の高齢化，過疎化が急速に進んでおり，現地や境界を知る所有

者が減少している。⇒間伐や作業道の整備に支障が生じ，森林の荒廃が進行する。 

 (2) 人員の確保 

① 職員全体の人数が制約される中で，１０名以上の正規職員で調査業務に従事するこ

とが市全体として適切な人員配置となるか。 

② 地籍調査においては，調査地区の地理，所有者等地域の実情に精通した職員が従事

することが望ましいが，適当な職員を確保することが難しくなっている。 
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（ ）

財源

内訳

国県支出金

財源合計 672,117 千円 685,101 千円 698,763 千円 689,191 千円

一般財源 176,818 千円 187,062 千円 154,928 千円 173,540 千円

千円 千円

その他特財
493,831 千円 497,089 千円 532,690 千円

地方債 千円 千円

514,096 千円

その他特財の内容 　駐車場使用料収入

1,555 千円

国県支出金の内容 　駐車場管理委託金

698,763 千円 689,191 千円

1,468 千円 950 千円

13,682人件費 1.4 人 10,584 千円 1.4

11,145 千円

672,117 千円 685,101 千円

人 10,584 千円 1.8 人

コ
ス
ト

24年度（予算） 23年度（決算） 22年度（決算） 21年度（決算）

685,081 千円 675,509 千円

事業費内訳
（平成23年度分）

□駐車場管理費　２５５，１３８千円
　　　中央，市役所立体，南部，美術館地下，杣場川，瓦町駅地下，高松駅前広場地下，
　　　高松シンボルタワー地下駐車場
□元金償還金　　３５８，５７９千円
□市債利子　　　　６０，８００千円

事
業
費

事業費合計 661,533 千円 674,517 千円

千円 1.8 人 13,682 千円

総事業費

％

実施方法

■直接実施

□業務委託 又は ■指定管理　（委託先又は指定管理者：　事業内容欄のとおり　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

実施の背景

　高度経済成長期以降の急激なモータリゼーションの進展により，都心部の自動車交通量の増加にともな
う，交通渋滞や路上駐車等が社会問題となったため，道路交通の円滑化，交通安全の推進および交通結
節点整備等，都市機能の強化を目的に，中心市街地の駐車場整備地区に７箇所の駐車場を整備・運営
し，住民サービスの向上を図っている。

目　的
（何をどうしたいのか）

【都市機能の維持・増進】路上駐車の解消による道路交通の円滑化，交通安全の推進および交通
結節機能の強化
【適正な管理運営】官民の役割分担の下，受益者負担の原則を踏まえた駐車場の健全な管理運営

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

高松市立自動車駐車場７場（中央，南部，美術館地下，杣場川，瓦町
駅地下，高松駅前広場地下，高松シンボルタワー地下駐車場）

対象者数（全住民に対する割合）

人

事業内容
（手段、手法など）

○中心市街地において駐車場整備地区を都市計画決定
○駐車場不足に対応するため，交通結節機能強化，公共施設の利便性向上および中心市街地活性
化の観点から必要な駐車場を整備・運営
○民間駐車場との役割分担⇒駐車場協同組合との連携
○民間活力の導入：H18に駐車場公社解散⇒指定管理者制度を導入
○効率的な運営を実現するための取組
　・ワンコイン(100円)の料金体系　　　・長時間駐車料金の割引
　・ポイント制の導入　　・回数券割引制度　　・共通駐車券の導入
　・身体障害者用駐車スペースの確保　・H24.3：市役所立体駐車場廃止等
※指定管理者：①高松市立駐車場等管理共同企業体
　　２社　　　（中央，南部，美術館地下，杣場川，瓦町駅地下駐車場）
　　　　　　　②シンボルタワー開発㈱
　　　　　　　　（高松駅前広場地下，高松シンボルタワー地下駐車場）
　

関連事業
（同一目的事業等）

県営駐車場：6箇所，1,147台
（高松駅前広場地下，高松シンボルタワー地下駐車場は県と共同運営）

根拠法令等 高松市駐車場条例，高松市道路附属物自動車駐車場条例および各施行規則 担当課･係名
まちなか再生課
事業係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務

事業シート（概要説明書）

予算事業名 駐車場管理事業 事業開始年度 昭和43年度

上位施策事業名 公共交通の利便性の向上 担当局・部名 都市整備局

事業番号６ 平成24年度 

ここから成果指標を導きます。
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千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円総計

※委託料は設計ベースのため，収入と一致しない場合あり。

委託料

使用料及び賃借料

その他 430

7,791

127,543

775

51,023

212,000 204,111総計 千円

千円

千円

その他

その他（　　　     　　　　　　　　）

千円

千円

千円

千円

千円

16,549

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

団体への
支出根拠

（選定経過等、支出先の
妥当性）

・指定管理者の公募　8月～9月
・選定委員会審査　10月（高松市公の施設指定管理者選定委員会設置要綱）
・選定結果および選定理由をホームページで公表　11月
・議会の議決を経て指定　12月
・基本協定書締結（指定期間を通じての基本的事項）　12月
・年度協定書締結（基本協定に基づく各年度の指定管理料の額）　3月

当該事業の
団体における

収支状況

支出

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

課題
・使用料収入の漸減
・経年劣化による施設修繕費の増加
今後の方向性
・利用促進と管理コストの縮減に取り組むほか，長寿命化修繕計画を策定するとともに，各施設
毎に今後のあり方について検討していく。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）
松山市：10箇所，1,097台（指定管理）

特記事項

212,000

212,000

国からの財政支出金

県からの財政支出金

市町村からの財政支出金

委託料・指定管理料

補助金

人件費

需用費

役務費

駐車場年間使用料収入 千円 497,089 532,690 514,096

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

１ 路上駐車台数［目標：0台］道路交通の円滑化･交通安全の向上のため路上駐車ゼロを目指す。
２ 年間使用料収入［H24目標：511,400千円(指定管理基本協定：報奨金基準額)］
　　経営の健全化を図るため，利用促進を図り，使用料収入を確保する。

成果
（目標達成状況）

単位 Ｈ23年度

効率指標
（事業費/活動指標） 総事業費 ／ 年間延べ営業日数 円／日

Ｈ22年度 Ｈ21年度

重点地域瞬間路上駐車台数（５路線） 台 30.8 30.0 32.4

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】 単位 Ｈ23年度 Ｈ22年度 Ｈ21年度

　年間延べ営業日数 日 2,805 2,798 2,798

244,243 249,737 246,316

事業シート（概要説明書）

予算事業名 駐車場管理事業 事業開始年度 昭和43年度

事業番号６ 平成24年度 

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。

○「仕分け対象事業」の補助金等について、当該団体に支出す

る根拠を記載してください。

○法令・条例等で団体への支出を特定している場合は、その名

称と条項を記載してください。
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高 松 市 立 駐 車 場  位 置 図  

⑦高松シンボルタワー地下駐車場 

⑥高松駅前広場地下駐車場 

③美術館地下駐車場 

⑤瓦町駅地下駐車場 

②南部駐車場 

①中央駐車場 

④杣場川駐車場 

市立駐車場 

駐車場整備地区 

A=267.3ha 

凡 例 

地下駐車場入口 

地下駐車場 
路上駐車状況 

駐車場名 駐車台数(台) 供用年月 形式 

①中央駐車場 321 S43.9 公園地下 

②南部駐車場 412 S62.1 RC 自走式 

③美術館地下駐車場 144 S63.4 地下 

④杣場川駐車場 113(38:バス) S63.4 平面 

⑤瓦町駅地下駐車場 448 H9.4 駅前地下 

⑥駅前広場地下駐車場 395 H13.5 駅前地下 

⑦シンボル地下駐車場 141 H16.3 地下 

計 2,012 （バス含む） 
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（単位：百万円） 

項 目 細 目 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

収 入 
使用料 595 526 531 514 533 497 

繰入金 117 162 146 161 152 177 

支 出 
管理費 257 254 258 256 266 255 

公債費 455 434 419 419 419 419 

計  712 688 677 675 685 674 
 

 

 

 

 

 

595 
526 531 514 533 497 

257 254 258 256 266 255 

151 146 139 135 135 132 
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160 
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100 
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300 
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700 

800 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 

収
入
・
支
出 

年 度 

【単年度収支内訳】 使用料 管理費 利用台数 

中央 南部 美術館 杣場川 瓦町駅 高松駅前 シンボル 

33.7 

8.1 

26.6 
18.8 20.8 22.9 21.6 

駐車場別利用率 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

違法駐車対策 重点地域 路上駐車状況 

フェリー通り 国道11号 菊池寛通り 中央通り 市役所前 

駐車場特別会計年度別決算の推移 

利
用
台
数 

（万台） （百万円） 

瞬
間
路
上
駐
車
台
数 

（台） 

（市街地中心部） 

路上駐車状況 

駐車場別利用状況 

（単位：％） 

93.3 

66.7 

30.8 30.0 32.4 
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（ ）

208,653 千円

千円 70,321 千円

財源合計 280,862 千円 156,769 千円 415,958 千円

80,799 千円

その他特財の内容 消防施設整備基金，消防車輌売払収入，保険解約返戻金

一般財源 115,257 千円 85,800 千円 74,972

千円 45,100 千円

その他特財
52,410 千円 2,180 千円 14,085 千円

地方債 87,200 千円 59,000 千円 172,900

154,001 千円 12,433 千円

国県支出金の内容
緊急消防援助隊設備整備費補助金，石油貯蔵施設立地対策等補助金，
消防団安全対策設備整備費補助金，地域活性化・経済危機対策臨時交付金

415,958 千円 208,653 千円

財源

内訳

国県支出金

25,995 千円 9,789 千円

千円 2.45 人 18,622 千円

総事業費 280,862 千円 156,769 千円

人 18,522 千円 2.45 人 18,622人件費 2.45 人 18,522 千円 2.45

397,336 千円 190,031 千円

事業費内訳
（平成23年度分）

消防自動車等管理費　　　　32,349千円
消防団消防活動費　　　　　18,931千円
常備消防車輌購入費　　　　54,043千円
非常備（消防団）車両購入費32,924千円

事
業
費

事業費合計 262,340 千円 138,247 千円

事業内容
（手段、手法など）

常備　　　平成２４年４月１日　現在
　消防ポンプ自動車等　６３台
　救急自動車　　　　　１６台

非常備（消防団）
　消防ポンプ自動車等１０８台
　救急自動車　　　　　　０台
　
※消防車輌を適正に維持管理するとももに，老朽化した消防車輌を計画的に更新している。

関連事業
（同一目的事業等）

コ
ス
ト

24年度（予算） 23年度（決算） 22年度（決算） 21年度（決算）

％

実施方法

■直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

実施の背景
　本市では，水火災又は地震等の災害を防除して被害軽減を図るほか，災害等による傷病者の搬送を適
切に行うため，「消防力の整備指針」に基づき，必要な施設・人員を確保しており，このうち，消防車輌につ
いては更新基準を定め，計画的に更新している。

目　的
（何をどうしたいのか）

消防車輌の適正な維持管理や，老朽化した消防車輌の更新により，各種災害に対する消防力の維
持向上を図り，安全で安心して暮らせるまちづくりを推進する。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

消防車両
対象者数（全住民に対する割合）

人

根拠法令等 消防組織法，消防力の整備指針 担当課･係名
消防防災課
装備係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務

事業シート（概要説明書）

予算事業名 消防車輌整備事業 事業開始年度 昭和２３年

上位施策事業名 消防体制の整備 担当局・部名 消防局

事業番号７ 平成24年度 

ここから成果指標を導きます。
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総計 0 千円総計 0 千円

千円

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 千円 千円

千円

補助金 千円 千円

委託料・指定管理料 千円

その他 千円

市町村からの財政支出金 千円 千円

千円

県からの財政支出金 千円 千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

団体への
支出根拠

（選定経過等、支出先の
妥当性）

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

国からの財政支出金 千円

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

老朽化した消防車輌の更新や維持管理を行い，消防力の維持向上が図られている。今後においても，消防
力の低下を招かないよう計画的に整備する必要がある。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

　平成２３年度　徳島市　　車両保有台数　　　　　　　　更新台数
　　　　　　　　　　常備４９台　非常備　２４台　　常備０台　非常備３台
　　　　　　　　松山市
　　　　　　　　　　常備９１台　非常備１１５台　　常備３台　非常備３台
　　　　　　　　高知市
　　　　　　　　　　常備７８台　非常備１０８台　　常備５台　非常備４台

特記事項

Ｈ22年度 Ｈ21年度

消防車輌更新率 ％ 23.81% 37.50% 37.50%

332 297 309

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

消防力を維持するため更新基準を設定し，当該年度に更新基準に達した車輌および更新基準を超
えている車輌の台数に対して，更新した台数の割合を抽出したもの。
計画的に更新をするため１００％を目標値とする。
（当該年度に更新基準に達した車輌および更新基準を超えている車輌の台数）
　　Ｈ２３年度　２１台，　Ｈ２２年度　２４台，　Ｈ２１年度２４台

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】 単位 Ｈ23年度

効率指標
（事業費/活動指標）

消防車両維持管理に
かかる総事業費

／ 消防車輌総台数
千円
／台

台 188 188 188

消防車輌購入台数 台 5 9 9
事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】 単位 Ｈ23年度 Ｈ22年度 Ｈ21年度

消防車輌維持管理総台数

事業シート（概要説明書）

予算事業名 消防車輌整備事業 事業開始年度 昭和２３年

事業番号７ 平成24年度 

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。

○「仕分け対象事業」の補助金等について、当該団体に支出す

る根拠を記載してください。

○法令・条例等で団体への支出を特定している場合は、その名

称と条項を記載してください。
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消防車両整備事業 

 

１ 目的 

 各種災害に対応するために，消防車両を消防署所および消防団屯所に効率的に配備して，

車両更新基準に基づき更新管理を行う。 

 

２ 消防局車両（受託町を除く。） 

（24.４.１現在） 

区 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所 属 

ポ
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プ
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付
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格

救

急

車 
電

源
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積

載

車 

軽

四

積

載

車 

災

害

用

人

員

搬

送

車 

搬

送

車

(

普

・

軽

)  

そ

の

他

の

車

両 

計 

消 防 局 1       １  1 3 1    1 1  1 10 

北消 防署 3 1 2 １ 1 1 1  1  1 3 3 1      19 

南消 防署 4 3 1 1 1    1  3 1 6  1   1  23 

東消 防署 5 2 1      1  2 1 4     1  17 

西消 防署 3 1       1  1 1 3       10 

計 16 7 4 2 2 1 1 １ 4 1 10 7 16 1 1 1 1 2 1 79 

 

３ 消防団（１団本部 ８方面隊 ３５分団）車両 

（24.４.１現在） 
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台数 1 58 3 43 1 2 108 
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４ 消防車両更新基準 

 

車  両  名 
緊急車 

指定 
型 式 性 能 更新基準 

常
備
車
両 

指令車・広報車・調査車 有 － １２年 

乗用車・査察車・広報車 無 － １２年 

消防ポンプ車 有 CD-Ⅰ・CD-Ⅱ １７年 

水槽付消防タンク自動車 有 水Ⅱ １７年 

水槽車（１０ｔ） 有 Ⅰ型 ２１年 

化学消防ポンプ自動車 有 Ⅰ・Ⅳ型・大Ⅰ型 ２１年 

救助工作車 有 Ⅲ型 １７年 

高規格救急自動車 有 高規格車 
８年または 

15 万 k 

はしご付消防自動車 

(先端屈折式含む) 
有 ５０ｍ・３５ｍ・３０ｍ級 ２１年 

はしご付消防ポンプ車 有 ３５ｍ級 ２１年 

災害用人員搬送車 有 大型 ２１年 

電源照明車 有 大型 ２１年 

非

常

備

車

両 

団指令車 有 普通 １２年 

消防ポンプ車 有 CD－Ⅰ型・BD－Ⅰ ２１年 

全自動付消防車 有 普通 ２１年 

小型動力ポンプ付積載車 有 普通 ２１年 

全自動付消防車（軽） 有 軽四 １５年 

小型動力ポンプ付積載車（軽） 有 軽四 １５年 

小型動力ポンプ付水槽車 有 中型 ２１年 

資機材搬送車 有 中型 ２１年 
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（ ）

86,915 千円

千円 86,915 千円

財源合計 81,477 千円 83,307 千円 85,888 千円

千円

その他特財の内容

一般財源 81,477 千円 83,307 千円 85,888

千円 千円

その他特財
千円 千円 千円

地方債 千円 千円

千円 千円

国県支出金の内容

85,888 千円 86,915 千円

財源

内訳

国県支出金
千円 千円

千円 0.16 人 1,216 千円

総事業費 81,477 千円 83,307 千円

人 1,210 千円 0.16 人 1,216人件費 0.16 人 1,210 千円 0.16

84,672 千円 85,699 千円

事業費内訳
（平成23年度分）

・施設管理業務　　２５，４８６千円
・守衛業務　　　　１９，４１８千円
・駐車場管理業務　　３，０２４千円
・清掃業務　　　　３４，１６９千円

事
業
費

事業費合計 80,267 千円 82,097 千円

事業内容
（手段、手法など）

市民病院の施設管理業務
　(1)「設備管理業務」
　　・電気設備，空調設備，給排水衛生設備，ガス設備，防火消火設備，小修繕
　(2)「守衛業務」
　　・保安警備（鍵の管理，不法行為の鎮圧，郵便物の受付，出勤簿の配置）
　　・事務当直業務（電話交換，診療費受領，カルテ作成，オーダリングシステム患者登録）
　(3)「駐車場管理業務」
　　・混雑時の整理，機器管理，消耗品補充・交換，つり銭補充，トラブル対応
　(4)「清掃業務」
　　・院内全般，駐車場およびごみ集積場の清掃

現在，それぞれの業務ごとに，個別に業者と業務委託契約を締結している。

関連事業
（同一目的事業等）

コ
ス
ト

24年度（予算） 23年度（決算） 22年度（決算） 21年度（決算）

％

実施方法

□直接実施

■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：西日本ビル管理(株)ほか３社　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

実施の背景
医師不足などの要因から赤字経営の自治体病院が約４割を占める中，市民病院においても，深刻な経営
状態にあり，経営の健全化を図ることが急務となっていることから，適正な施設の維持管理を図る中で可
能な限り費用の削減に努める。

目　的
（何をどうしたいのか）

事業の品質を確保する中で，委託費用の削減と職員の事務の軽減を実現し，市民病院の経営の健
全化を図る。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

市民病院の施設管理関係業務
対象者数（全住民に対する割合）

人

根拠法令等 担当課･係名
市民病院事務局
総務課

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務

事業シート（概要説明書）

予算事業名 高松市民病院施設管理委託事業 事業開始年度 昭和４８年度

上位施策事業名 医療体制の充実 担当局・部名 病院局

事業番号８ 平成24年度 

ここから成果指標を導きます。
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県からの財政支出金

国からの財政支出金

総計

清掃業務に係る経費

駐車場管理業務に係る経費

その他（　　　　　　　　　　　　）

総計

その他

補助金

委託料・指定管理料

市町村からの財政支出金

25,486

34,169

守衛業務に係る経費

施設管理業務に係る経費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

82,097

82,097

82,097

千円

千円

千円82,097

千円

千円

千円 3,024

19,418

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

団体への
支出根拠

（選定経過等、支出先の
妥当性）

施設管理業務については，３者による見積徴取の結果，最も低い金額を提示した業者を選定。
守衛業務については，３者による見積徴取の結果，最も低い金額を提示した業者を選定。
駐車場管理業務については，３者による見積徴取の結果，最も低い金額を提示した業者を選定。
清掃業務については，３者による見積徴取の結果，最も低い金額を提示した業者を選定。なお，清掃業務
のうち屋外清掃については，高齢者雇用対策のため，シルバー人材センター１者による見積徴取で業者
を選定。

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

委託業務の効率化や競争性の確保に努め，三病院の契約の統一や業者の変更を実施してきたが，依然とし
て厳しい経営状況が続いており，さらなる費用の縮減が求められている。しかしながら，競争性を強化し
た結果として，業者の変更に伴うトラブルが発生するなどの課題もあり，これらの解決策として，委託方
法のあらゆる可能性を追求する中，それぞれの業務を特定の一業者に包括委託し，契約や委託管理事務の
軽減，トラブルの縮減および総費用の削減を図りたいと考えている。その際，品質管理を徹底し，業務の
質を確保することが不可欠であるほか，包括して請け負う委託業者への費用が相当高額になる可能性があ
り，費用対効果を見極め，慎重に対応する必要がある。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）
徳島市民病院では，病院の新築の機会にあわせ，平成２０年１月から包括委託の手法を採用している。

特記事項

（２０年度決算額：87,448千円）

Ｈ22年度 Ｈ21年度

対２０年度事業費削減額 千円 4,141 1,560 533

4,165 4,294 4,346

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

施設管理委託業務について，委託方法のあり方を検討する中で，平成２６年度までに，平成２０
年度決算額に対する比較で１０％・８，７４５千円減の７８，７０３千円を目標とする。

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】 単位 Ｈ23年度

効率指標
（事業費/活動指標） 総事業費 ／ 委託業務内容の数

千円
／件

件 20 20 20

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】 単位 Ｈ23年度 Ｈ22年度 Ｈ21年度

委託業務内容の数

事業シート（概要説明書）

予算事業名 高松市民病院施設管理委託事業 事業開始年度 昭和４８年度

事業番号８ 平成24年度 

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。

○「仕分け対象事業」の補助金等について、当該団体に支出す

る根拠を記載してください。

○法令・条例等で団体への支出を特定している場合は、その名

称と条項を記載してください。
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～高松市民病院施設管理委託事業について～ 

 

 

 

 

 

○ 高松市民病院施設管理委託業務の概要 

  

①市民病院設備管理業務委託 

 （目的） 

市民病院の施設を安全かつ衛生的で快適に使用するため，施設の管理を総合的に委託

し，細心の注意をもって諸設備管理機械の点検，整備，清掃，費用を伴わない小修理な

どの維持管理を行い，故障の防止と設備，機械の保全に努め，各種設備を常に最良の状

態に保ち，機能を十分に発揮させる状態に努める。 

 

②市民病院保安警備業務委託（守衛業務） 

 （目的） 

市民病院の秩序と平穏を維持するために必要な巡視，火災・盗難等の予防，警戒，不

測の事故に対する臨機応変の処置，関係者への連絡，病院出入者の警戒，案内等の業務

および事務当直の業務を委託する。 

 ・配置体制 8:30～17:00 2 人 17:00～8:30 3 人 

 

③市民病院駐車場管理業務委託 

 （目的） 

常に善良なる管理者の注意をもって，車両を利用して来院する患者が快適に診察でき

るよう管理業務を委託する。 

正面玄関駐車場 14 台 西駐車場 175 台 

東駐車場    91 台 南駐車場  93 台 

 

④市民病院清掃業務委託 

 （目的） 

市民病院内を清潔・衛生空間に保つため，責任ある清掃業務を委託する。 

建物床面積  合計 22,409 ㎡ 

 本館（BF～11F）10,502 ㎡ 東館（BF～3F）4,602 ㎡ 西館 876 ㎡ 

 診療棟（2F～5F）1,733 ㎡ 北館（2F～4F）1,971 ㎡ 南館 1,214 ㎡ 

 管理棟 1,117 ㎡ 渡り廊下 394 ㎡ 

高松市民病院の概要 

病床数：４１７床 

≪診療科目≫ 

内科，呼吸器内科，消化器内科，循環器内

科，外科，呼吸器外科，脳神経外科，整形

外科，精神科，小児科，皮膚科，形成外

科，泌尿器科，産科，婦人科，眼科，耳鼻

いんこう科，リハビリテーション科，放射

線科，麻酔科（計 20 科） 
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［高松市民病院平面図］ 
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（ ）

事業シート（概要説明書）

予算事業名 再生水利用下水道事業 事業開始年度 平成８年度～

上位施策事業名 水の循環利用と節水の推進 担当局・部名 上下水道局

根拠法令等 下水道法 担当課･係名
下水道整備課
下水道施設課

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務

実施の背景
本市では，平成６年の大渇水を契機に水資源のさらなる有効利用が求められるようになり，平成８年度に
「再生水利用下水道事業」として国の採択を受け事業を実施し，東部下水処理場からサンポート高松など
へ再生水を供給している。

目　的
（何をどうしたいのか）

　自己水源が乏しく度々渇水を経験している本市にとっては，節水・循環型水利用を推進する上
で，再生水利用下水道事業を計画的に進める必要がある。また，下水処理水は都市の貴重な水資
源であり，再生水の利用促進により水の循環利用と節水の推進を図る。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

大規模建築物（延床面積2,000㎡以上）を建築する事業者や再生水
供給区域内における利用希望施設

対象者数（全住民に対する割合）

人 ％

実施方法

■直接実施

■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：四国テクニカルメンテナンス㈱　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

　国土交通省の交付金対象事業として，再生処理施設および再生水管を整備し，下水処理水をさらに高度
処理した再生水を需要者に供給する事業。
　平成１３年度に東部下水処理場内に1,400㎥／日の再生処理施設が完成し，現在，再生水管の整備を進め
るとともに，適正な運転管理に努め，平成２３年度末で中心市街地の５７施設に供給している。
 利用促進策として，大規模建築物（延床面積2,000㎡以上）を建築する事業者に対し，節水・循環型水利
用計画書の提出を義務付けており，再生水供給区域内における需要者に周知することで利用促進を図って
いる。
　これまで整備に要した総事業費は，約１８億６千万円で，利用料金は１㎥当り１５０円である。
　＜計画概要＞
・計画目標年次　事業計画：平成８年～２６年度（全体計画：～平成３０年度）
・事業計画区域：中心市街地等182.9ha
・目標最大給水量：3,400m3／日（既存能力1,400m3／日）
　

関連事業
（同一目的事業等）

雨水利用施設整備助成事業（担当局：上下水道局給排水設備課，事業費（H24年度予算）：21,895
千円、事業内容：民間が設置する雨水タンク等への補助金交付）

コ
ス
ト

24年度（予算） 23年度（決算） 22年度（決算） 21年度（決算）

事
業
費

事業費合計 50,913 千円 45,469 千円 52,295 千円 54,819 千円

事業費内訳
（平成23年度分）

・再生処理施設等運転管理費（備消耗品,光熱水費,委託料,施設修繕料等）
　　H23:16,918千円
・再生処理施設等資本費（建設に要した起債の元利償還金）
　　H23:28,551千円

人件費 0.5 人 3,780 千円 0.5 3,801 千円

総事業費 54,693 千円 49,249 千円 56,096 千円 58,620 千円

人 3,780 千円 0.5 人 3,801 千円 0.5 人

財源

内訳

国県支出金
千円 千円 千円

その他特財
32,192 千円 26,089 千円 28,746 千円 29,841

財源合計 54,693 千円 49,249 千円 56,096 千円

千円

国県支出金の内容

地方債 千円 千円 千円 千円

千円

その他特財の内容 再生水利用料金（利用者より徴収）

一般財源 22,501 千円 23,160 千円 27,350 千円 28,779 千円

58,620 千円

事業番号9 平成24年度 

ここから成果指標を導きます。
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※委託料は設計ベースのため，収入と一致しない場合あり。

総計 7,232 千円総計 7,235 千円

千円

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 千円 千円

千円

補助金 千円 千円

委託料・指定管理料 7,232 千円

その他 千円

市町村からの財政支出金 7,232 千円 千円

再生水処理施設管理費 7,235 千円

県からの財政支出金 千円 千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

団体への
支出根拠

（選定経過等、支出先の
妥当性）

　再生処理施設の運転維持管理業務については，平成２１年１１月２４日に技術提案型競争入札による参
加業者を公募し，包括的民間委託技術提案書評価委員会において選定した指名業者２者で平成２２年２
月２６日に入札（開札）を行い，入札金額が安価な業者と３ヵ年の長期継続契約を締結した。

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

国からの財政支出金 千円

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

　平成２３年度末において５７施設に再生水の供給を行っており，総合計画の平成２７年度目標値である
６４施設の供給に向け事業を推進しているが，計画目標水量に対して使用水量が少ない。
　また，コスト面で，運転管理費と資本費を合わせた額を送水量で除した再生水の単価は約２００円／㎥
で，販売価格の１５０円／m3より若干高いが，健全な水循環を構築していく上では必要な事業と考えてい
る。
　しかし，今後，施設の老朽化等に伴い，施設の修繕や更新等を行う必要性があること，また，景気の悪
化等から利用者の大幅な増加が見込めない状況であることなどから，既供給区域内での利用拡大は図って
いくが，中心市街地南部地域への拡大等の事業拡大については，水の有効利用促進と費用対効果の両面か
ら比較検討していく必要がある。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

　国土交通省の再生水利用下水道事業等として全国で実施されている。水洗便所用水等として利用してい
るのは，福岡市，東京都，神戸市，蒲郡市等がある。

特記事項

Ｈ22年度 Ｈ21年度

再生水利用施設数 施設 57 53 53

203 198 202

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

　再生水を利用する施設の増加を図ることで，より節水・循環型都市の推進に寄与することがで
きる。
　平成２７年度末を目標年次とする第５次高松市総合計画策定時(Ｈ１９年度）において，実績に
基づき年間２施設の増加を見込み，目標値を６４施設としている。
（Ｈ１８末４６施設→Ｈ２７末６４施設）

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】 単位 Ｈ23年度

効率指標
（事業費/活動指標） 総事業費 ／ 再生水送水量 円／㎥

㎥ 242,871 283,220 289,765

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】 単位 Ｈ23年度 Ｈ22年度 Ｈ21年度

再生水送水量（年間）

事業シート（概要説明書）

予算事業名 再生水利用下水道事業 事業開始年度 平成８年度～

事業番号9 平成24年度 

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。

○「仕分け対象事業」の補助金等について、当該団体に支出す

る根拠を記載してください。

○法令・条例等で団体への支出を特定している場合は、その名

称と条項を記載してください。

41



 

 

 

 

 

 

事業計画 

          

期間：H13～H26     

区域：約 182.9ha サンポート：  33.5ha 

            中心市街地：149.4ha 

計画需要量：3,400m3/日（日最大） 

            サンポート：1,400m3/日 

              中心市街地：1,500m3/日 

            旧モデル事業：500m3/日 

管延長：19,280m 
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供給施設先一覧      旧高松市 57 施設       (H24.3.31 現在)  

旧
モ
デ
ル
事
業 

１ 高松市総合体育館 ６ 香川県環境保健研究センター 

２ 高松競輪場 ７ 東京製鉄（株）高松工場 

３ 衛生処理センター朝日町中継所 ８ 高松市朝日町庭球場 

４ 西日本高速道路（株）四国支社 ９ 高松市福岡町プール 

５ 高松市斎場公園 １０ 高松市施設管理センター 

水
環
境
創
造
事
業
（
水
循
環
再
生
型
） 

サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
内 

１ ＪＲ四国本社 １３ 国道３０号植栽 

２ ＪＲ四国高松診療所 １４ シンボルタワー 

３ ＪＲ四国テナントビル １５ 高松駅前線植栽 

４ ＪＲ四国高松駅 １６ 高松駅北線等植栽 

５ 全日空ホテルクレメント高松  １７ 多目的広場地下駐車場 

６ 高松港旅客ターミナルビル １８ 四国労働金庫本店 

７ 高松港レストハウス １９ シーフロントプロムナード 

８ 高松港発券場 ２０ 多目的広場 

９ 高松港管理棟 ２１ サンポート高松 A-1 街区 

１０ 高松駅前広場 ２２ 高松地方合同庁舎（A 棟） 

１１ 公衆便所（駅前広場） ２３ サンポート（シーフロント内便所） 

１２ 地下駐車場（駅前広場） ２４ 香川県医師会館 

中
心
市
街
地
（
北
側
）
お
よ
び
送
水
管
沿
線 

１ 高松三越（本館、新館） １３ ホテル川六エルステージ 

２ 県歴史博物館 １４ 高松市丸亀町壱番街ﾋﾞﾙ 

３ 高松北警察署 １５ 東明ビル 

４ むうぶ片原町 １６ 四国通商㈱ 

５ 高松市環境業務センター １７ 日本生命高松ビル 

６ 高松市役所 １８ 中国銀行高松支店 

７ 高松家庭・簡易裁判所 １９ 中部バイパス第２幹線工事（１工区）現場  

８ 四国ビジネス（株） ２０ 香川県立中央病院工事現場 

９ 高松工芸高校 ２１ 新番丁小学校 

１０ 高松スラグステーション ２２ 福岡ポンプ場土木工事現場  

１１ 高松フコク生命 ２３ 番町中部バイパス第２幹線工事（２工区）現場 

１２ コトデン瓦町ビル   

 

 

43



（ ）

事業シート（概要説明書）

予算事業名 成人式式典事業 事業開始年度 昭和24年度

上位施策事業名 青少年の健全育成 担当局・部名 教育局

根拠法令等 国民の祝日に関する法律，文部省事務次官通達（昭和３１年１２月１０日） 担当課･係名
生涯学習課
青少年係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務

実施の背景

「国民の祝日に関する法律」に定められている国民の祝日（１月の第２月曜日）である「成人の日」の趣旨
を踏まえ，全国の市町村において成人式行事などを行うようにとの内容で，国（当時の文部省）からの事
務次官通達（昭和３１年１２月１０日）などが出たことで，一斉に全国で成人式行事が開催されるようになっ
た。

目　的
（何をどうしたいのか）

新成人となる青年に対して大人になったことを自覚し，自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます
ために式典を実施する。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

新成人となる青年
対象者数（全住民に対する割合）

3,868 人 0.9 ％

実施方法

■直接実施

■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：株式会社アド・サービスセンター（ステージ装飾）,
フジガード株式会社（警備）,株式会社ウィザード（効果映像）,高松ケーブルテレビ（同時中継），高松ビデオ友の会
（ビデオ製作）)

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

高松市および高松市教育委員会の主催により中央一括集合形式で式典を開催する。
・開催日
「成人の日」（平成２４年度は，平成２５年１月１４日）
・場所
　サンポート高松
　（大ホール,第一小ホール,第二小ホール,かがわ国際会議場,展示場）
　１つの会場では，収容人数に限界があるため，５つの会場を使用し，メイン会場である大ホールで式典
を行い，他の４会場には式典の模様をスクリーンで同時中継をしている。
・式典の企画,運営
  公募によって決定した新成人を中心とする成人式運営スタッフと協力して進め，新成人の意見を尊重し
ながら，高松市,高松市教育委員会で最終決定をする。
・成人式案内状発送
　住民登録をしている方および市外在住で成人式出席を希望される方にも市内の帰省先等の住所に発送し
ている。
・記念品
　記念パンフレットを作成し，案内状封筒に同封の上，送付している。

関連事業
（同一目的事業等）

コ
ス
ト

24年度（予算） 23年度（決算） 22年度（決算） 21年度（決算）

事
業
費

事業費合計 4,684 千円 4,358 千円 4,491 千円 4,627 千円

事業費内訳
（平成23年度分）

短期臨時職員人件費　110千円
報償費　20千円
旅費　26千円
消耗品費　16千円　　食糧費　27千円　　印刷製本費　245千円
役務費　290千円
委託料　2,919千円
使用料及び賃借料　705千円

人件費 0.6 人 4,536 千円 0.6 人 4,536 千円 0.6 人 4,561 千円 0.6 人 4,561 千円

総事業費 9,220 千円 8,894 千円 9,052 千円 9,188 千円

財源

内訳

国県支出金
千円 千円 千円 千円

国県支出金の内容

地方債 千円 千円 千円 千円

その他特財
100 千円 35 千円 30 千円 53 千円

その他特財の内容 成人式案内状送付用封筒広告掲載料

一般財源 9,120 千円 8,859 千円 9,022 千円 9,135 千円

財源合計 9,220 千円 8,894 千円 9,052 千円 9,188 千円

事業番号１０ 平成24年度 

ここから成果指標を導きます。
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総計 2,919 千円総計 2,919 千円

千円

その他（ 千円 千円

千円

補助金 千円記録ビデオ製作 50 千円

委託料・指定管理料 2,919 千円同時中継等業務 450

その他 千円

市町村からの財政支出金 2,919 千円効果映像製作 200 千円

ステージ装飾・音響照明・記念写真等 1,930 千円

県からの財政支出金 千円会場周辺警備 289 千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

団体への
支出根拠

（選定経過等、支出先の
妥当性）

委託契約のステージ装飾・音響照明・記念写真等については，３者以上の業者から企画競争にて選定し，
株式会社アド・サービスセンターに委託，警備および効果映像製作については，３者以上の業者から見積
徴取を行い選定し，警備については，フジガード株式会社に，効果映像製作については，株式会社ウィ
ザードにそれぞれ委託，映像撮影中継およびビデオ製作については，業務内容および経費等を考慮し，
それぞれ高松ケーブルテレビ，高松ビデオ友の会に委託している。

当該事業の
団体における

収支状況

収入 支出

国からの財政支出金 千円

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

成人式は，一生に一度の節目を祝い，大人としての第一歩を踏むキッカケとなる良い機会となっ
ており，社会的に意義のある事業である。
式典内容等について，今後も運営スタッフと協議を進めながら，式典をより良いものにし，更に
参加率を高めていく。
また，開催場所および開催日についても，新成人の意見を尊重しながら，検討していく。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

中核市４１市全てで成人式式典事業を実施している。
実施方法については，それぞれの自治体によって異なる。
（中央一括開催：２７市，分散開催：１４市）

特記事項
平成１３年度から成人式運営スタッフを公募し，高松市・高松市教育委員会と協力して行う現在の実施体
制となった。

Ｈ22年度 Ｈ21年度

成人式出席率 ％ 58.3 58.2 56.7

45,600 46,300 46,600

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

・成人式出席率約６８％

現在，使用している施設であるサンポート高松の全会場（大ホール，第一小ホール，第二小ホー
ル，かがわ国際会議場，展示場）の収容可能人数の合計によって，最大限出席可能な人数から算
出している。

成果
（目標達成状況）

単位 Ｈ23年度

効率指標
（事業費/活動指標）

運営スタッフ会議事
業費

／
運営スタッフとの協

議回数
円

回 10 10 10

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】 単位 Ｈ23年度 Ｈ22年度 Ｈ21年度

運営スタッフとの協議回数

事業シート（概要説明書）

予算事業名 成人式式典事業 事業開始年度 昭和24年度

事業番号１０ 平成24年度 

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。

○「仕分け対象事業」の補助金等について、当該団体に支出す

る根拠を記載してください。

○法令・条例等で団体への支出を特定している場合は、その名

称と条項を記載してください。
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成人式式典事業について 

１．趣旨について 

 国民の祝日に関する法律 第２条 

  成人の日 一月の第二月曜日  

おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 

 

 文部省 文部事務次官通達「成人の日」の行事について 昭和３１年１２月１０日 

  「『成人の日』の式は，成年に達した男女青年の新しい門出を祝福するとともに，成年

になろうとする青少年にもその喜びを分ち，将来の幸福を祈念する厳粛で，あたた

かみのあふれたものとすること，また，主催は，市町村教育委員会・市町村とし，

その他の関係機関，団体等がこれらに加わることが望ましい。」 

 

２．成人式式典出席人数 

開催年 
該当者数 

出席者数 出席率 市外登録者数 
男 女 合計 

2008 2,333 人 2,198 人 4,531 人 2,511 人 55.4% 275 人 

2009 2,200 人 2,140 人 4,340 人 2,504 人 57.7% 221 人 

2010 2,142 人 2,154 人 4,296 人 2,436 人 56.7% 252 人 

2011 2,111 人 2,033 人 4,144 人 2,413 人 58.2% 213 人 

2012 2,074 人 2,031 人 4,105 人 2,394 人 58.3% 200 人 

 

３．成人式式典内容 

 ２０１２年次第 

 テーマ       つな繋がり 

オープニング    高松第一高等学校合唱部による演奏  

いきものがかり「歩いていこう」 

開式宣言      新成人運営スタッフ 

祝辞        高松市長・高松市議会議長 

メッセージ上映   ２０歳のメッセージ 

          インタビュー形式でテーマに沿った質問等に答えてもらう 

          例「自分が繋がっている周りの人へのメッセージ」 

           「自分の２０年間を漢字１字で表すと何ですか？」等々 

お祝いメッセージ 

高校の恩師や人生の先輩からのメッセージ 

例「高松市内１３高校の教師」「新屋島水族館のイルカの調教師」 

 「警察犬訓練士」「アニメーター」等々 

閉式宣言      新成人運営スタッフ 

エンディング    ＢＧＭ 槙原 敬之「どんなときも」 
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４．成人式運営スタッフ人数推移 

開催年 
成人式運営スタッフ人数 

新成人 新成人以外 合計 

２００９ ３人 ６人 ９人 

２０１０ ５人 ７人 １２人 

２０１１ ６人 ７人 １３人 

２０１２ ５人 ６人 １１人 

２０１３ ６人 ６人 １２人 

 

５．会場収容人数 

ただし，大ホールは関係者用等に 150 席，

県展示場は通路,ステージ確保のため 106

席，合計 256 席分のスペースが必要 

3,050－256＝2,794 席 

 

最大出席可能人数 2,794 人 

 

 

６．２０１２年成人式アンケート実施結果 

  開催時期について 

 開催時期 割合 
希望理由 

中核市の 

状況 

① 成人の日 ６４．１％ 成人の日に成人式をしたいので，今までどおり

で良いです。等 

２０市 

② 成人の日前日 ２７．０％ 次の日が休日ではなく，大学や仕事があるため

急いで帰るか，休みをとらなくてはならない。

等 

１０市 

③ １月３日 

 

４．８％ 

 

お正月の頃の方が，帰省時期と合致するので参

加しやすい。等 

０市 

 

  開催方法について 

開催方法 割合 
希望理由 

中核市の 

状況 

① 中央一括開催 ８１．６％ 大勢で集まってお祝いできるし，高校時代の友

人たちとも会えるので，今のままで良い。等 

２７市 

② 分散開催 

（中学校単位） 

１３．２％ 中央一括では，人が多すぎるので，会場（メイ

ン）に入れない。中学校単位の方が，顔見知り

ばかりで，会場も遠くに行かずに済む。等 

４市 

③ 分散開催 

（小学校単位） 

３．９％ 

 

少人数の方が楽しめるので，小学校単位が良

い。等 

３市 

 

  意見 

  ①会場内の席を中学校単位にしてほしい。  

  ②サンポートは，風が強くて寒いし，たくさんの人達が集まるには，狭い。  

  ③成人できて嬉しいです。 

  ④簡素な式典の方が良い。     等 

 各会場 収容定員（人） 

サンポートホール（大） 1,500 

サンポートホール（１小） 310 

サンポートホール（２小） 450 

県展示場 400 

県国際会議場 390 

合計 3,050 
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メ モ 欄 
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《 交通アクセス 》 

ＪＲ高松駅から徒歩約１５分 

琴平電鉄瓦町駅から徒歩約１０分 

ことでんバス五番町バス停下車徒歩約１分 

   〃  高松市役所バス停下車徒歩約１分 

〃  市役所西バス停下車徒歩約１分 

 

《 駐車場のご案内 》 

高松市中央駐車場（中央公園地下駐車場） 

※ 市役所１階で来庁証明を受けると，駐車料が１時間分無料になります。 

 

高 松 市 役 所 周 辺 案 内 図 

高松市役所 

 

高松市上下水道局 

香川県県民ホール 

香川県立ミュージアム 
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高松市の事業仕分けや行政改革に関するお問い合わせ先 

総務局 人事課（行政改革推進室） 

〒７６０－８５７１  高松市番町１丁目８番１５号（本庁舎３階） 

電話   ： ０８７－８３９－２１６０    ＦＡＸ  ： ０８７－８３９－２１９０ 

Ｅメール： jinji@city.takamatsu.lg.jp 
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